
大阪府道路メンテナンス会議

9．25 第6回研修会を開催

～ 自治体向け 「橋梁現地研修会」 について～

大 阪 国 道 事 務 所

◆大阪府内の２１市町職員計３３名が参加

電磁誘導法点検実習

◆研修の内容
①定期点検要領（自治体版）の解説
②新伝法大橋、伝法大橋の現地点検研修
（ひび割れ、鉄筋露出、漏水、遊離石灰、鋼材
の塗膜剥離、腐食等の損傷の判定方法、第
三者被害予防措置の考え方）

日 時：平成２７年９月２５日（金）、１１：００～１７：１５

場 所：大阪国道事務所、伝法大橋、新伝法大橋

事務局：大阪国道、大阪府、大阪市、堺市、西日本高速、阪神高速

協 力：セントラルコンサルタント 大阪支社

定期点検要領（自治体版の講習）
上原総括保全対策官

［研修の目的］

平成26年 7月1日、道路法施行規則の改正でﾄﾝﾈﾙ等の

点検を ５年に１回の近接目視が義務づけられた。

これを受け、市町村の課題の一つである「技術力不足」

に対する支援策として、現地での点検保全の基礎的な研

修（損傷に対する判定の考え方）を行った。

大阪府道路メンテナンス会議
会長 寺元事務所長の開会挨拶

［研修生からの声］

・次回は、「損傷部の補修方法についての詳細

な研修をして欲しい。」という要望あり。

・参加者全員が、「次回も研修に参加したい。」と

回答。



近接目視と損傷事例の紹介

赤外線を用いた構造物点検

研修修了証書授与 電磁波レーダ法点検実習

ＭＴ（磁粉探傷試験）点検実習 溶接検査技術実習

高所作業車による近接点検（支承部及び
橋脚部）についての研修

床版の損傷（ひび割れ）と主桁（耐候
性材料）についての研修

研修修了証の交付鋼材の塗膜剥離、腐食、床版の損傷
（ひび割れ、漏水、遊離石灰）につい
ての研修


